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１. 目的 

 本手引きは、絶えず変化する河道及び老朽化する河川管理施設を、河川管理者が将来にわたっ

て適切に維持管理・修繕・更新していくために必要とされる河道及び河川管理施設の長寿命化計

画を策定することを目的とするものである。 

 

 河川は、河川の縦断方向に連続して設置される堤防や、支川、水路等の接続部で堤防の機能を

確保するために設けられる水門や樋門・樋管、河道を横断して設けられる堰や床止め、内水排除

のために設けられる排水機場などの河川管理施設と流水が流下する空間である河道からなる。 

 水門や樋門・樋管等のコンクリート構造物は、国が管理する河川の区間だけでも約 1 万施設が

存在し、その多くが設置から 30年～40年を経過してきており施設の老朽化が懸念されている。 

 また、堤防、護岸や河道においては、流水の作用や植物等を主要因とした変状が多数発生し、

また進行しており、日々の維持管理が必要とされている。 

 厳しい財政事情が続く中、近年水害が多発している状況を踏まえ、河道及び河川管理施設につ

いては、中長期の展望を持って長寿命化等を推進し、維持管理・更新等に係るコストの縮減・平

準化を図りつつ確実に安全を確保していく必要があることから、河道及び河川管理施設の長寿命

化計画を策定し、戦略的に維持管理・更新等を実施していくことが求められている。 

 

 そこで、これまで河川構造物の長寿命化に取り組んできた実績などを基に、河道及び河川管理

施設の長寿命化計画の策定方法をとりまとめることとした。 

 なお、河道の変状や施設の老朽化の要因・メカニズム等については、河川ごとにその特性が異

なることから、本手引きで記載している長寿命化計画の策定方法は、既存文献やこれまでの河川

管理施設の維持管理の実態を踏まえてとりまとめた標準的なものである。したがって河道及び河

川管理施設の長寿命化計画の策定にあたっては、各河川の特性等に応じて適切に対応するものと

し、本手引きについても今後の長寿命化計画の策定状況を鑑みて内容の見直しを行うものとする。 

  

【関連通知等】 

・「国土交通省 河川砂防技術基準 維持管理編（河川編）（平成 23年 5月 11日（平成 27年 3月 3

日改定）国河情第 1号 国土交通省河川局長通達）」 

・「河川構造物長寿命化及び更新マスタープラン（平成 23年 6月 23日 大臣官房技術調査課電気

通信室・総合政策局建設施工企画課・河川局河川環境課河川保全企画室）」 

 

２. 長寿命化計画の対象 

 本手引きの対象とする河道の変状は、植生等を主要因とした流下能力の低下とする。また、対

象とする河川管理施設は、堤防、堰、水門、樋門・樋管、閘門、陸閘、揚排水機場、及び浄化施設

とする。なお、広範囲な土砂堆積により大規模な工事を必要とする河道の変状は対象外とするが、

効果的な長寿命化計画策定にあたっての今後の課題であり、引き続き検討を進めるものとする。 

 

３. 長寿命化計画の構成 

 長寿命化計画は、河道及び河川管理施設の長寿命化のために必要とされる点検・整備・更新等
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の内容について、河道・堤防及びコンクリート構造物・機械設備・電気通信施設のそれぞれ取り

まとめるものとする。 

 また、定期的な点検等を確実に実施するための年間計画表や、中長期的な将来の維持管理・更

新等に係るコストの見通しを把握し、事業の平準化等、今後の維持管理に関する戦略を立案する

ための各施設の維持管理・更新等に係るコスト等についても取りまとめるものとする。 

  

したがって、河道及び河川管理施設の長寿命化計画は、下記の構成を基本とする。 

なお、策定した河道及び河川管理施設の長寿命化計画については、今後の修繕・更新等の実態

に基づいた知見を積み重ねつつ、新技術や新材料の開発なども踏まえ、必要に応じて、内容の見

直しを行うものとする。 

基本方針 

基本方針として、当該河道及び施設における治水的重要度、過去における増改築履歴等、

河道・堤防及びコンクリート構造物、機械設備、電気通信施設の区分によらない施設全般的

な説明を記載する。なお、施設についての基礎資料として、設備の主要仕様等を記載した施

設台帳を付すこととする。 

 

   また、下記の通り、河道・堤防及びコンクリート構造物、機械設備、電気通信施設の区分

ごとに、計画的な保全に関する基本的事項として「維持管理に関する事項」を、概ね５０年

間の長期的な保全計画として「長寿命化に関する事項」を記載する。なお、機械設備につい

ては、別途「基本的事項」を記載するものとする。 

①河道・堤防及びコンクリート構造物 

ａ）維持管理に関する事項 

「河川砂防技術基準 維持管理編」に基づき、状態監視保全の考え方による維持管理を

推進していくため、「堤防等河川管理施設及び河道の点検要領」（平成 28年 3月）、「中小

河川の堤防等河川管理施設及び河道の点検要領」（平成 29 年 3 月）、「樋門等構造物周辺

堤防詳細点検要領」（平成 24 年 5 月）等を踏まえた点検計画及び点検の方法を記載する

こと。なお、記載内容は、技術基準等に定められた共通的な内容だけに留めず、当該河

道及び施設の被災・故障履歴並びに被災・故障時における社会への影響度（例：背後地

状況）や設置条件（例：河道状況、水質条件等）等の、個々の施設の特性を十分に踏まえ

た内容となるよう工夫すること。 

ｂ）長寿命化に関する事項 

 上記の点検結果を踏まえ、「堤防等河川管理施設の点検結果評価要領」（平成 29年 3月）

に基づき実施される評価及び評価結果に基づく修繕・更新の方針を記載すること。この

点検結果の評価によって状態監視保全が行われることにより、河道及び河川管理施設の

長寿命化が図られるものとする。 

なお、a）、b）ともに、今後、長寿命化が期待出来る点検や修繕等に関する新技術や新

材料などが確認された場合には、コスト面等も考慮し、積極的に用いること。ただし、

当該区間の河道特性や当該施設の設置状況及び施設特性を十分に踏まえた内容となるよ

う工夫すること。 
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②機械設備 

機械設備については、「河川用ゲート・河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル（案）」

（以下「マニュアル」という）に定める維持管理計画に基づくものとする。 

ａ）基本的事項 

・設備区分(I、II、Ⅲ)、使用条件(悪、通常、穏和)、環境条件（悪、通常、穏和）等※

について記載すること。 

※マニュアル参照 

ｂ）維持管理に関する事項 

・関係指針、マニュアル（案）等に基づき、年点検、月点検の取組方針について記載する

こと。 

・過去の事故、故障履歴等に基づき当該施設の維持管理において特に実施すべき事項が

ある場合は、それについても記載すること。 

ｃ）長寿命化に関する事項 

・腐食対策、塗装系の見直し、主要部材の見直し、新技術の採用等、長寿命化、ランニン

グコスト縮減等に繋がる施策について記載すること。 

 

③電気通信施設 

ａ）維持管理に関する事項 

・維持管理については、「電気通信施設維持管理計画指針（案）」、に基づき、設置環境や

運用条件等を考慮して策定すること。 

・保守（点検）については、「電気通信施設点検基準（案）」によるものとすること。 

ｂ）長寿命化に関する事項 

・長寿命化については、「電気通信施設維持管理計画指針（案）」、に基づき、電気通信施

設の整備・更新にあたっては、「電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）」

の考え方によること。 

 

維持管理の年間計画 

当該施設における年間の点検等の実施時期について記載した維持管理の「様式－１ 年間

計画表」を作成する。 

 

各施設の維持管理・更新等に係るコスト 

中長期的な将来の維持管理・更新等に係るコストの見通しを把握し、事業の平準化等、今

後の維持管理に関する戦略を立案するための基礎情報として、１）基本方針の記載を踏まえ、

今後概ね５０年間の点検・整備といった維持管理・更新等の実施計画を記載した「様式－２ 

維持管理・更新等に係る年度ごとの実施計画表」を作成する。また、様式－２の実施計画を

基に、当該施設における今後概ね５０年間の維持管理・更新等に係るコストの総額の概算値

を記載する。 

河道・堤防及びコンクリート構造物、機械設備、電気通信施設毎の実施計画の記載や維持
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管理・更新等に係るコストの総額の概算値への計上にあたっては下記の考え方を基本とする。 

なお、下記は、実施計画の記載や維持管理・更新等に係るコストの総額の概算値を計上す

るにあたっての考え方であり、河道及び河川管理施設は、通常の流水や老朽化による変状だ

けでなく、不定期に発生する洪水等によっても変状が生じるという特徴を有することから、

実際の修繕・更新等は、点検等の結果に基づき、必要に応じて随時実施すべきものであるこ

とに留意されたい。また、維持管理・更新等に係るコストの根拠となるデータの蓄積や分析

を実施することは、今後の長寿命化計画策定や縮減効果の把握において重要となるため、適

切に実施されたい。 

 

①河道・堤防及びコンクリート構造物 

全体を点検費と修繕費に分類し、点検費は各年度に実施する費用を計上する。また、修

繕費については以下の要領にて計上する。 

ａ）河道・堤防に関する事項 

以下に河道・堤防に関する主な修繕内容を示す。 

表-1.1 河道・堤防に関する主な修繕内容 

変状 修繕内容（代表事例） 

河道の樹木繁茂 樹木の伐採 

河床低下・洗堀（床止め周辺） 根固めの設置 

堤防植生の変化と繁茂 除草 

堤防侵食、河岸侵食 腹付盛土＋張芝、根固めの設置 

洗掘による護岸基礎露出 根固めの設置 

護岸背面の空洞化 護岸補修 

護岸の破損 護岸補修 

 

河道・堤防において、破堤の危険性増大をもたらす変状は、大規模出水時だけでなく、

通常時においても発生すると考えられる。しかし、これらの変状が発生する時期と規模

を明確に推定することは、これまでに整理されているデータでは困難である。このため

修繕費は、河川ごとに算定することを基本とする。この河川特有の維持費は、維持管理

行為に対して経験的な実績等に基づき修繕費を算定するものとする。 

なお、河川特有の修繕費は、恒常的に必要となる修繕費（恒常的費用）と不定期に必

要となる修繕費（不定期費用）が存在する。中長期的な将来の維持管理・更新等に係る

コストの見通しは、それぞれの修繕費について、「従来の経験に基づく修繕費」及び適用

可能なライフサイクルコスト縮減策を検討、導入した「長寿命化計画に基づく修繕費」

の２種類の修繕費の比較を行うことを基本とする。 

 

ｂ）コンクリート構造物に関する事項 

適切に施工されたコンクリートは、数十年では老朽化により強度が低下しないことか

ら、想定される変状発生の要因としては、凍害、塩害、鉄筋の中性化などコンクリート

以外の材料の劣化及び建設当時の要因などが考えられる。しかし、これらを要因ごとに
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明確に分類し、それぞれを評価するにはこれまでに整理されているデータでは困難であ

るため、要因を区別せず、修繕実績から標準とする平均修繕年数を求め、これにより土

木施設の修繕費用を計上することを基本とする。 

コンクリート構造物に関する修繕費を計上する年は、個々の構造物の竣工年から標準

とする平均修繕年数が経過した年と考える。ただし、既に修繕を経験した施設に対して

は、修繕した年から標準とする平均修繕年数が経過した年に計上する。 

 

標準とする平均修繕年数は、補修履歴に基づき累積ハザード法により算定された累積

不良率５０％の経過年数とする。ただし、個々の施設のこれまでの修繕履歴等により、

塩害・凍害による劣化が顕著であると見受けられるなど、これによらないと判断される

場合には、別途費用の計上の考え方を定めることを妨げるものではない。 

以下に全国の修繕履歴に基づき算定した樋門・樋管等の標準とする平均修繕年数の例

を示す。 

表-1.2 樋門・樋管等の標準とする平均修繕年数算定例 

区分 変状要因 標準とする 
平均修繕年数 

修繕項目 

ア 基礎地盤の沈下 ５０年 周辺堤防のクラック・緩み・取付護

岸のクラック、函体底版下の空洞

化、函体等の破損、継手の変形、破

断等 

イ コンクリートの劣化 １４０年 門柱のひび割れ等 

ウ 上記以外の要因 － － 

 

ここで、修繕年数は施設および部位別に以下の考え方を用いることを基本とする。 

ア）水門（床版、取付護岸）、樋門・樋管（函体、取付護岸等）に関する修繕 

水門（床版、取付護岸）、樋門・樋管（函体、取付護岸等）については、基礎地盤の沈

下等による変状が主要因と考えられることから、標準とする平均修繕年数として５０年

を用いる。 

イ）堰・水門・閘門（堰柱、門柱）、樋門・樋管（門柱）、陸閘、揚排水機場（土木構造物）

に関する修繕 

堰・水門・閘門（堰柱、門柱）、樋門・樋管（門柱）、陸閘（土木構造物）、揚排水機場

（土木構造物）については、コンクリート自体の劣化が主要因と考えられることから、

標準とする平均修繕年数として１４０年を用いる。 

ウ）堰（床版、水叩き、護床工）及び浄化施設等に関する修繕 

上記アまたはイによりがたい変状要因が河床材料や河床勾配等、河川毎に大きく左右

される堰の床版、水叩き、護床工など、また浄化施設のように施設毎に構造が大きく異

なる施設については、標準とする平均修繕年数によらず、河川毎や施設毎の修繕実施事

例等から修繕年数を別途見込むものとする。 

また、毎年実施する点検・小規模な補修に係わる維持・補修費用には、過去１０年以上の

データを基に年平均点検・補修費を計上する。 

なお、土木構造物のうち、樋門の操作室や揚排水機場等の上屋等については、「官庁施設の
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管理者による「インフラ長寿命化計画（行動計画）」策定の手引き」（平成 26年 7月）に基づ

きコストを計上するものとする。 

 

②機械設備 

月点検及び年点検に必要な点検・整備費用、施設の老朽化対策として必要な修繕・更新費

用について、以下の要領にて計上する。 

・取替・更新周期は、過去の実績、設置条件等に基づき定めるものとするが、困難な場合は

マニュアルにおける「標準的な取替・更新年数」を用いることができる。 

・中長期保全計画の見直しに当たっては、見直し時点の最新の技術・知見等を取り入れ、機

器更新時や修繕時に更なる長寿命化や設備の簡素化による維持管理費の縮減を図るものと

する。 

 

③電気通信施設 

全体を更新費用と点検・修繕等費用に分類し、以下必要な事項を計上する。 

・更新費用は、「電気通信施設維持管理計画指針（案）」、に基づき、維持管理工程表（中長期

計画）、更新年次計画表（短期計画）を踏まえた費用を計上する。 

・点検費用は、対象設備全体について点検基準に基づき算出される費用を計上する。 

・点検費用と修繕等費用は、その合計を計上する。 

 

【関連通知等】 

・「国土交通省 河川砂防技術基準 維持管理編（河川編）（平成 23年 5月 11日（平成 27年 3月 3

日改定）国河情第 1号 国土交通省河川局長通達）」 

・「堤防等河川管理施設及び河道の点検要領について（平成 28年 3月 31日 国水環保第 21号 国

土交通省水管理・国土保全局河川環境課長通知）」 

・「中小河川の堤防等河川管理施設及び河道の点検要領の改定について（平成 29年 3月 28日 国

水環保第 43号 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課河川保全企画室長通知）」 

・「樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領（平成 24 年 5 月 17 日 国水治第 24 号 国土交通省水管

理・国土保全局治水課長通知）」 

・「堤防等河川管理施設の点検結果評価要領の作成について（平成 29年 3月 28日 国水環保第 44

号 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長通知） 

・「河川用ゲート・河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル（案）の改定について（平成 27年

3 月 31 日 国総施安第 11 号・国水環保第 8 号 総合政策局公共事業企画調整課施工安全企画

室長、水管理・国土保全局河川環境課河川保全企画室長通知）」 

・「電気通信施設維持管理計画指針（案）（平成 28年 3月 2日 国土交通省大臣官房技術調査課電

気通信室） 

・「電気通信施設点検基準（案）（平成 28年 11月 1日 国技電第 14号 国土交通省大臣官房技術

調査課長）」 

・「電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）（平成 24 年 10 月 国土交通省大臣官

房電気通信室）」 
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・「官庁施設の管理者による「インフラ長寿命化計画（行動計画）」策定の手引き（平成年 26年 7

月 18日 中央官庁営繕担当課長連絡調整会議申し合わせ）」 

 

＜用語の定義＞ 

・河川管理施設：ダム、堤防、床止め、堰、水門及び樋門、揚水機場、排水機場、取水塔、橋、伏

せ越し等の工作物 

・河道：河道とは、河川の流水が流下する土地空間をいい、通常は堤防又は河岸と河床で囲まれ

た部分 

・堤防：河川の流水が河川外に流出することを防止するために設けられる構造物 

・護岸：流水の作用から河岸又は堤防を保護するために設けられる構造物 
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別紙 長寿命化計画策定様式 

 

長寿命化計画策定に用いる様式は以下を標準とする。 

 

様式－１ 維持管理の年間計画表 

様式－２ 維持管理・更新等に係る年度ごとの実施計画表 
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様式-2

維持管理・更新等に係る年度ごとの実施計画表
単位：百万円

項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額 項目 額

小計

小計

※実施の修繕・更新等は、点検等の結果に基づき、必要に応じて随時実施すべきものであることに留意

平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年

従来計画

長寿命化計画

従来計画累計

長寿命化計画累計

年度 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年

施設設置経過年数

平成○年 平成○年 平成○年平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年平成○年 平成○年

長寿命化
計画

堤防・河道及びコ
ンクリート構造物

機械設備

電気通信施設

従来計画

堤防・河道及びコ
ンクリート構造物

機械設備

電気通信施設


